
�愛媛県告示第９８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、八幡浜市長から次のとおり字を廃止する旨の届出が

あった。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大字向灘の区域内の小字を全部廃止する。

�愛媛県告示第９９０号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・野間地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・野間地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１４年５月１５日から６月１１日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�愛媛県告示第９９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
越智郡大三島町大字口総１３９１番１地先から

同大字２４０２番１地先まで

旧 ４．５～２２．５
１２．０～３９．６

０．３０６
０．２８０

新 １２．０～３９．６ ０．２８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 飯岡玉津線
西条市下島山甲１１８５番２地先から

同市下島山甲１２００番２地先まで
平成１４年５月１４日

毎週（火・金）曜日発行 第１３５５号 平成１４年５月１４日
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年５月１４日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機械の購入

� 購入物品名及び数量

放射性同位元素遠隔照射式治療装置一式（放射線ユニ

ット一式、本体用フード一式、治療台１台、インターホ

ンシステム一式、コリメータヘルメット４種類各一式、

コリメータヘルメットキャップ一式、コリメータ・プラ

グ１００個、トラニオン左右２組、コントロールパネル一
てん

式、電気キャビネット一式、線源装�用ブッシング２０１
個、治療室モニターシステム一式、三次元治療計画シス

テム一式、ヘルメットホイスト一式、ヘルメットテーブ

ル一式、本体試験用治具・工具一式、定位脳手術装置一

式、脳血行動態解析システム一式、関連附属機器一式、

据付け、調整等一式）

 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１５年３月３１日

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」又は「薬品

類」について平成１４年度及び平成１５年度の製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ３５３７

� 入札書の受領期限

平成１４年６月２５日（火）午後２時

 入札説明書の交付方法

�愛媛県告示第９９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥１７９６番地先から

同村１７８１番１地先まで

旧 ５．３～１４．５ ０．１６６

新 １４．３～２０．５ ０．１６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥１７９６番地先から

同村１７８１番１地先まで
平成１４年５月１４日

公営企業公告
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�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１４年６月２５日（火）午後２時

愛媛県公営企業管理局会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者職務代理者から当該書類

の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業

管理者職務代理者が判断した入札者であって、愛媛県公

営企業会計規程第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Radioisotope teletherapy equipment，１set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２５ June２００２
� For further information，please contact： Property
Management Section，General Affairs Division，Public
Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext３５３７

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年５月１４日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機械の購入

� 購入物品名及び数量

コバルト６０遠隔照射式治療装置用密封線源２０１個

 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１５年３月３１日

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」又は「薬品

類」について平成１４年度及び平成１５年度の製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律（昭和３２年法律第１６７号）第４条の規定に基づき販売

の業の許可を受けた者であること。

 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ３５３７

� 入札書の受領期限

平成１４年６月２５日（火）午後２時３０分

 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１４年６月２５日（火）午後２時３０分

愛媛県公営企業管理局会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

�������

愛 媛 県 報平成１４年５月１４日 第１３５５号

５９９



愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者職務代理者から当該書類

の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業

管理者職務代理者が判断した入札者であって、愛媛県公

営企業会計規程第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Sealed source for ６０Co teletherapy，１set

� Time limit of tender：２：３０ p．m．，２５ June２００２
� For further information，please contact： Property
Management Section，General Affairs Division，Public
Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext３５３７

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容

師法（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき

、第６回理容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実

施します。

平成１４年５月１４日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 金 田 一 郎

１ 試験期日

� 美容師実技試験 平成１４年７月２９日（月）

� 理容師実技試験 平成１４年８月５日（月）

 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成１４年９月１日

（日）

２ 試験地

松山市

３ 試験会場

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番地２６

学校法人愛媛県理容美容専門学校

� 理容師実技試験

松山市小栗六丁目１番地２６

学校法人愛媛県理容美容専門学校

 筆記試験

松山市桑原三丁目２番１号

松山東雲女子大学 松山東雲短期大学

４ 試験事項

� 実技試験

� 理容師実技試験

ア 理容の基礎的技術

� カッティング

ミディアム分髪スタイルとする。

	 シェービング

ネック・シェービング、フェイス・シェービン

グ及び顔面処置を含む。


 整髪

分髪線のある基本整髪とする。

イ 理容を行う場合の衛生上の取扱

� 美容師実技試験

ア 美容の基礎的技術

� 第１課題 ローラー・カール・セッティング

� すべてローラーで巻くこと。

� フロントはノー・パートとし、左右はシン

メトリーに巻くこと。

	 第２課題 カッティング

グラデーション・ボブ・スタイルとする。

イ 美容を行う場合の衛生上の取扱

� 実技課題の設定条件（試験時間、技術の条件、モデ

ル・ウイッグの条件、器具・用具の条件）及び受験生

の留意事項、持参用具等については、別途配布する「

受験の手引」を参照して下さい。

� 筆記試験

試験科目

� 関係法規・制度

� 衛生管理

ア 公衆衛生・環境衛生

イ 感染症

ウ 衛生管理技術

� 理容保健又は美容保健

ア 人体の構造及び機能

イ 皮膚科学

� 理容の物理・化学又は美容の物理・化学

� 理容理論又は美容理論

５ 試験の免除

� 理容師国家試験

第５回筆記試験又は実技試験に合格した者については

雑 報
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、理容師法施行規則第１３条の規定に基づき、その申請に

より、第６回筆記試験又は実技試験は、その合格した試

験が免除される。

� 美容師国家試験

第５回筆記試験又は実技試験に合格した者については

、美容師法施行規則第１３条の規定に基づき、その申請に

より、第６回筆記試験又は実技試験は、その合格した試

験が免除される。

６ 受験資格

� 理容師国家試験

� 理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第３項に

定める者

� 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第３条に定める者

� 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第５条第１項に定める者

� 美容師国家試験

� 美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第４条第３項に

定める者

� 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第３条に定める者

� 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成

７年法律第１０９号）附則第５条第１項に定める者

７ 受験の手続

試験を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出して

下さい。

� すべての受験者が提出する書類等

� 受験願書

� 写真（提出の日前３か月以内に撮影した上半身、正

面、脱帽の縦５センチメートル、横４センチメートル

のものに、裏面に撮影年月日及び氏名を記入して下さ

い。）

� 受験手数料払込金受領証（受験願書の裏面の所定の

箇所へはりつけて下さい。）

� 受験票（表面に氏名、現住所、受験地を記入したも

の。）

� 氏名を変更した者は戸籍抄本

� ６の�の�、�又は６の�の�、�に該当する者が提
出する書類

次のいずれかの書類を提出すること。

� 厚生労働大臣の指定した理容師養成施設、美容師養

成施設の卒業証明書、又は卒業見込証明書

なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、平

成１４年９月１７日（火）までに卒業証明書を提出するこ

と。期日までに提出がない場合は、受験資格を満たさ

なかった者として、当該試験は無効とする。

� 第５回理容師国家試験結果通知書、美容師国家試験

結果通知書

 ６の�の�又は６の�の�に該当する者が提出する書
類

� 厚生労働大臣の指定した理容師養成施設、美容師養

成施設の卒業証明書、又は第５回理容師国家試験結果

通知書、美容師国家試験結果通知書

� 理容所・美容所の開設者の実地習練証明書、又は第

５回理容師国家試験結果通知書、美容師国家試験結果

通知書

� 試験の免除を受ける者が提出する書類

第５回理容師国家試験、美容師国家試験の筆記試験合

格証明書又は実技試験合格証明書

８ 受験に関する書類の提出期間及び提出先

� 提出期間

平成１４年６月１７日（月）～平成１４年６月２１日（金）ま

での午前１０時から午後４時まで

� 提出先

〒７９０―００６５ 松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

財団法人理容師美容師試験研修センター愛媛県支部

 提出方法

受験に関する書類は原則として持参するものとします

。

ただし、郵送する場合は「理容師国家試験受験願書」

又は「美容師国家試験受験願書」と書いて、書留郵便で

送付して下さい。この場合、平成１４年６月２１日（金）ま

での消印のあるものに限り受け付けます。

� 受験に関する書類は、受付後は返却しません。

� 受験に関する書類の受付後は、受験希望地の変更は認

めません。

� 受験に関する書類の提出後に、氏名又は現住所に変更

を生じたときは、受験に関する書類を提出した財団法人

理容師美容師試験研修センター愛媛県支部へ直接申し出

て下さい。

９ 受験手数料

実技試験を受験する場合の受験手数料１３，０００円、筆記試

験を受験する場合の受験手数料１１，０００円は、原則として銀

行振込又は郵便振替（財団法人理容師美容師試験研修セン

ター所定の払込用紙を用いる場合に限る。）により納付し

て下さい。

この場合において、銀行振込等に要する手数料は受験者

の負担とします。

１０ 受験票の交付

� 受験に関する書類を持参した場合は、書類の受付の際

に交付します。

� 受験に関する書類を郵送した場合は、財団法人理容師

美容師試験研修センター愛媛県支部から受験者あてに受

験票に記載された住所へ直接送付します。

１１ 合格者の発表

試験に合格した者の発表は平成１４年９月３０日（月）午前

９時に厚生労働省及び財団法人理容師美容師試験研修セン

ター愛媛県支部にその氏名及び受験番号を掲示して発表し

ます。

また、合格した者には合格証書を同時に送付するほか、

受験した者に試験結果通知書を送付します。

１２ 受験の手引等の配布

� 受験の手引、願書用紙、写真台紙及び払込用紙等を請

求しようとする者は、財団法人理容師美容師試験研修セ

ンター愛媛県支部まで申し出て下さい。平成１４年５月１３
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日（月）から配布します。

ただし、土曜日、日曜日を除く午前９時から午後５時

までとします。

なお、郵送を希望する者は、住所、氏名及び郵便番号

を記載した返信用封筒（封筒の大きさは角型２号、縦３

３２ミリメートル、横２４０ミリメートル）に２００円の郵便

切手を貼り付けたものを添えて上記支部まで申し出て下

さい。

� その他の受験に関する書類の常置場所

松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

愛媛県理容生活衛生同業組合

松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

愛媛県美容業生活衛生同業組合

新居浜市若水町二丁目３番４４号

社団法人東予理容美容専門学校

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県理容美容専門学校

松山市馬木町１２番地

愛媛県立松山聾学校

宇和島市妙典寺前乙５７６番地

社団法人宇和島美容学校

１３ その他詳細についての問い合わせ先

〒７９０―００６５ 松山市宮西一丁目５番１１号

愛媛県宮西ビル３階

財団法人理容師美容師試験研修センター愛媛県支部

電話 （０８９）９２４―０８０４
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